
行橋市制７０周年記念事業 

『市民団体企画事業補助金』募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『 協 創 』 

（これからの行橋を市民全員で創っていこうという想い） 

 

    はじめに 

令和６年10月10日に行橋市は市制施行７０周年を迎えます。 

この節目の年に行橋市民としての誇り（シビックプライド）を 

醸成するため、市民団体が企画し、実施する事業に対して、 

行橋市制７０周年記念市民団体企画事業補助金を交付します。 

行橋市制 70周年をみんなで盛り上げましょう！ 

 

  

行橋市制 70周年記念事業メインテーマ 
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１ 補助金額 

補助対象経費の５分の４以内（上限２０万円） 

※補助対象経費から事業収入の合計額を差し引いた金額を基準とします。 

【例：補助対象経費25万円、事業収入10万円の場合、（25万円－10万円）×4/5＝12万円】 

２ 補助対象者（応募できる団体） 

以下の要件を全て満たす団体を交付対象とします。 

① 市内に住所を有し、又は在勤し、若しくは在学する者を一人以上含む３人以上で構成さ 

れる団体 

② 市内を主な活動拠点とする団体 

③ 組織の運営に関する規則（定款、規約、会則等）を有している団体 

④ 政治又は宗教を主たる目的としない団体 

⑤ 行橋市暴力団排除条例（平成２２年行橋市条例第１号）第２条第１号に規定する暴力団 

若しくは同条第２号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有するものでない 

団体 

  

◆補助金額の算定方法 

（補助対象経費【A】―事業収入【C】）×４/５ （20万円を超える場合、20万円） 

総事業費【A】＋【B】 

補助対象経費【A】 補助対象外経費【B】 

     
事業収入【C】 

 

※事業収入とは、イベント参加費や出展料など、事業費に充当するものをいいます。 

 補 助 金 額  

4/5 
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３ 補助対象事業（応募の対象となる事業） 

（１）対象となる事業 

補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」）は、補助対象者が市内で下記の期間

内に実施する取組、イベント等のうち、行橋市市制施行７０周年記念事業基本方針（※）に

即した事業とします。 

 

  取組・イベントの期間：令和６年４月１日～６月３０日 

 

※行橋市市制施行７０周年記念事業基本方針（抜粋） 

行橋市は、昭和29年10月10日に１町８村が合併し福岡県内18番目の市として誕生

しました。 

以来半世紀以上にわたり、京都平野の温暖で緑あふれる豊かな自然と長い歴史に培われ

た伝統・文化に育まれ、市民の皆様とともに歩み、発展してまいりました。 

令和６年（2024年）10月10日には、市制施行70周年（以下「70周年」という。）

を迎えます。 

この記念すべき70周年を、郷土発展のためにご尽力いただいた先人に感謝するととも

に、未来につなぐ新たなまちづくりの始まりと位置づけ、シビックプライド（行橋市民と

しての誇り）を醸成する機会とするため、市民の皆様と協働して「行橋市市制施行 70周

年記念事業」（以下「70周年記念事業」という。）を実施することにより、持続的な発

展と躍動感あふれる行橋市をめざしてまいります。 

◇70周年記念事業の目的 

（１）市民の皆様をはじめ、様々な関係者とともに行橋市の70周年を知り、祝うことに

より、シビックプライド（行橋市民としての誇り）を高めます。 

（２）行橋をつくってきた先人の歩みを受け継ぐとともに、将来の行橋をつくっていく世

代の夢や希 望を育んでいくまちづくりのきっかけとします。 

（３）行橋市の良さや特長、魅力を再認識し、市内外に向けて情報発信することで、市の

認知度や存在感を高めます。 

 

（２）対象とならない事業 

下記のいずれかに該当する事業の場合、補助対象にはなりません。 

① 市又は市の外郭団体から補助金、負担金又は委託料が交付される事業 

② 市の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなる恐れがある事業 

③ 法令及び公序良俗に反する事業又はそのおそれがあると認められる事業 

④ 政治活動、宗教活動又は思想活動を目的とする事業 

⑤ 特定の個人又は団体等の営利又は宣伝を目的とする事業 

⑥ その他市長が著しく不適当であると認める事業 
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４ 補助対象経費 

補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、下記の表に定める経費

とします。 

経費の種類 主なもの 

報償費 講師、出演者への謝礼等、団体の構成員以外の者に支払う経費 

旅費 講師、出演者等（団体の構成員を除く）の交通費及び宿泊費 

消耗品費 文具その他の消耗品費（１個当たり１万円未満のものに限る） 

印刷製本費 ちらし、ポスター等の印刷代及びコピー代 

通信運搬費 文書の郵送料、配送料等 

保険料 イベント保険料、傷害保険等 

委託料 
専門知識・技術を要する業務等、事業の一部を外部に委託した費

用 

使用料及び賃借料 会場借上げ料、各種機材レンタル料 

その他 その他推進委員会が当該事業の実施に必要と認めた経費 

ただし、以下に掲げるものは補助対象経費となりません。 

① 経常的な経費（例：家賃、電話料・通信料、セミナーや講座、学会等の参加費・会費、

事務局の運営に係る経費 など） 

② 補助対象者の構成員に対する謝礼、人件費及び交通費 

③ 備品購入費 

④ 食糧費 

⑤ その他市長が不適当と認めた経費 

５ 公募期間 

令和６年２月１日（木）～２月２９日（木） 
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６ 交付申請 

次の書類を提出してください。申請は１団体につき１事業とします。 

 

① 行橋市制施行７０周年記念市民団体企画事業補助金交付申請書（様式第１号） 

② 事業実施計画書（様式第２号） 

③ 収支予算書（様式第３号） 

④ 団体概要書（様式第４号） 

⑤ 会員名簿 

⑥ 定款、規約、会則又はこれらに準ずるもの 

⑦ その他市長が必要と認める書類 

  

【提出先】 

  〒824-8601 行橋市中央一丁目１番１号 

   行橋市 総務部 総合政策課 政策推進係 市民団体企画事業担当 宛 

 

７ 審査 

申請された事業は、行橋市市制施行７０周年記念事業推進委員会において審査を行います。

書類審査を原則としますが、必要に応じてプレゼンテーションの実施を求める場合がありま

す。 

審査は、①テーマ性、②創造性、③公共性、④実現性・計画性、⑤PR性の5項目について

行います。 

なお、審査の経過や結果等に関する照会にはお答えできません。 

８ 交付決定 

補助金の交付が適当であると認めた団体に交付決定通知書を送付します。なお、交付決定に

条件を付す場合があります。 
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９ その他 

（１）冠称等の使用 

「行橋市制７０周年記念」や「行橋市制施行７０周年記念」などの冠称、行橋市制施行７０

周年記念ロゴマーク、キャッチフレーズを使用する場合、事前申請が必要です。 

詳細は市HP（https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/soshiki/5/25548.html）をご確認く

ださい。 

 

 

（２）事業内容等の変更 

事業の実施中に交付申請の内容等に変更が発生し、又は発生する見込みとなった場合、直ち

に行橋市制施行７０周年記念市民団体企画事業変更届出書（様式第６号）を市長に提出し、

その指示に従ってください。 

（３）交付決定の取消し 

交付決定団体が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の内容の全部又

は一部を取り消すことがあります。取消しによって生じた損害について、市はその賠償の責

を負いません。 

① 補助金を他の用途に使用したとき。 

② 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

③ 補助対象事業が「３（２）対象とならない事業」に該当することが判明したとき。 

④ その他補助対象事業に取消しに相当する事由があるものとして、市長が認めるとき。 
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10 手続きの流れ 

（１）応募 

令和6年2月1日（木）～2月29日（木） 

（２）書類審査 

令和6年3月 

（３）決定通知 

 令和6年３月下旬 

（４）事業の実施 

令和6年4月1日（月）～6月30日（日） 

（５）実績報告書の提出 

事業終了後20日以内 

（６）補助金の確定 

確定通知を送付します。 

（７）補助金請求 

概算払いを希望する場合、（３）の決定通知を受領後に請求することができます。 
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申請書類チェックリスト 

 提出書類 ☑ 

① 
行橋市制施行７０周年記念市民団体企画事業補助金交付申請書

（様式第１号） 
□ 

② 
事業実施計画書 

（様式第２号） 
□ 

③ 
収支予算書 

（様式第３号） 
□ 

④ 
団体概要書 

（様式第４号） 
□ 

⑤ 会員名簿（団体構成員名簿） □ 

⑥ 定款、規約、会則又はこれらに準ずるもの □ 

 


